
さまざまな手続きに必要な書類                   
  手続き 請求期間 印

鑑 
印鑑証明書 住民票 戸籍謄本 戸籍抄本 除籍謄本 除籍抄本 戸籍附票 死亡 

診断書 
死亡者の

年金手帳 
保険

証書 
  その他    備  考 

雇用保険 未支給基本手当 １ヶ月以内 ○  ○世帯全員

の写し 
○     ○   受給資格者証認申告証 「未支給失業給付請求書」に記入 

国民年金 遺族基礎年金 ５年以内 ○  〃 ○      ○   昭和６１年４月１日施行 

〃 寡 婦 年 金 ５年以内 ○  〃 ○      ○  自営業者等の独自給付 昭和６１年４月１日施行 

〃 死 亡 一時金 ２年以内 ○  〃 ○      ○  自営業者等の独自給付 昭和６１年４月１日施行 

厚生年金 遺族厚生年金 ５年以内 ○   ○     ○ ○又は→ ○ 婚姻関係を示す書類 「遺族年金裁定請求書」に記入 

共済年金 遺族共済年金 ５年以内 ○            「遺族年金裁定請求書」に記入 

国民健康保険 埋  葬  費 ２年以内 ○             

社会保険 埋  葬  料 ２年以内 ○           事業主の証明書 埋葬料支給申請書に記入 

〃 埋  葬  費 ２年以内 ○           事業主の証明書葬儀に

要した証拠書類 
埋葬費支給申請書に記入 

〃 家族埋葬料 ２年以内 ○           埋葬料と同じ 
死亡事実の確認書類 

家族埋葬料支給請求書に記入 

労災保険 葬  祭  料 ２年以内 ○        ○    葬祭料請求書に記入 

〃 遺族補償年金 ５年以内 ○        ○    遺族補償年金支給請求書 
遺族特別支給申請書に記入 

生命保険 保  険  金 ３年以内 ○ ○受取人   ○受取人  ○被保険者  ○     

簡易保険 保  険  金 ５年以内 ○  ○     ○ ○  ○ 領収書  

銀行預金 
郵便貯金 

 
名 義 変 更 

 
 

 
○ 

○相続人全員 
 

 ○除籍者含        依頼書 
遺産分割協議書 

提出書類は一営業所につき各一

通ずつ用意 

不 動 産 名 義 変 更  ○ ○相続人 ○ ○  ○  ○    土地家屋所有権移転登

記申請書 
除住民票（被相続人） 
固定資産課税台帳登録証明書 

株式（株券）

社債・国債 
 
名 義 変 更 

  
○ 

  ○除籍者含  ○被相続人      株主名義書換請求書株

券 
 

自 動 車 名 義 変 更  ○  ○ ○除籍者含        移転登録申請書 
有効な自動車検査証記

入申請書 

自動車損害賠償責任保険証明書 

電   話 名 義 変 更  ○  ○ ○除籍者含        加入承継書  

電気・ガス・

水道・ＮＨＫ 
 
名 義 変 更 

  
○ 

            

借地・借家 名 義 変 更  ○            借り主名義のみ変更 

特許・商号・

商標・意匠権 
 
名 義 変 更 

  
○ 

            

故人の所得税

の確定申告 
 
準 確定申告 

  
○ 

            

相続税の申告 相  続  税  ○ ○相続人  ○相続人        被相続人の履歴書 
遺産分割協議書の写し

固定資産評価証明書 

遺言書の写し 
預貯金等の残高証明書 

医療費控除に

よる税金の 
還付手続き 

 
医療費 控除 

  
○ 

          その年の源泉徴収票出

資を証明する領収書 
 

生命保険付き

住宅ローン 
 
保  険  金 

  
○ 

     ○  ○     

手続きに必要な書類は一括準備すると便利です。                                      
葬儀後の諸手続には様々な書類が必要となってきます。 
手続きをするたびに市区町村役場へでかけて必要書類を揃えるのでは大変です。何が必要なのかを検討し、まとめて取り寄せておくと便利です。 


